
 

魅力あるまちづくり事業補助金 

『まちづくり事業』申請の手引 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助金は、事業を行う前に申請してください。補助金の交付決定前

に実施した事業は、補助金の対象になりません。 

また、国、県その他地方公共団体等から補助その他の助成又は委託

を受けているものは対象になりません。 

（例：地域応急処理事業の原材料支給など） 

手続の詳細は手引へ→ 

           令和６年度版             
 

書類の提出・お問い合わせは 

 〒４１４－８５５５ 伊東市大原二丁目１番１号 

 伊東市役所 秘書広報課 秘書広報係（市役所７階） 

 ☎０５５７－３２－１１７３ 

行政区（町内会）・分譲地等自治会用 



 

 

市民の皆様が自ら考え実践する市民主体の 

「魅力あるまちづくり」を促進するため、次の事業に 

要する経費に対し、補助金を交付します。 

※ 詳細は、各事業の手引をご覧ください。 

 
補助事業 補助対象団体 

まちづくり事業 行政区、分譲地自治会 
防犯灯設置事業 自治会、町内会等 

 
※令和５年４月１日から担当課名が変わりました。 

秘書課 → 秘書広報課  
 
担 当 課 

 〒４１４－８５５５ 伊東市大原二丁目１番１号  

 伊東市役所 秘書広報課 秘書広報係（市役所７階） 

 ☎０５５７－３２－１１７３ 

 

 

様式は最新のものを使用してください。 

様式のダウンロードはこちらから  

（伊東市のホームページで「魅力ある  申請」で検索）             

https://www.city.ito.shizuoka.jp/gyosei/shiseijoho/itoshinot

orikumi/machizukuri/4/4937.html 

 

  

「魅力あるまちづくり事業補助金」について 



 
 
 
 
 
 
 
 

「まちづくり事業」について 
 
 



 

〇地域福祉の増進に資する事業              
 
  福祉サロン、介護予防教室、認知症講座、マラソン大会 など 
 

〇地域文化の発展・継承に資する事業           
 
  地域の歴史や文化を伝える講演、伝統芸能の太鼓修理 など 
 

〇地域の安全・安心に資する事業             
 
  集会施設・道路や排水設備の整備、防災用品の整備、防犯活動 など 
 

〇地域の良好な環境の保全に資する事業          
 
  町内清掃、ごみ拾い活動、植林・植栽活動、案内看板の設置 など 
 

〇地域の連帯感の育成に資する事業            
 
  お祭り、盆踊り、運動会、文化祭、ハイキング など 
 

〇地域によるおもてなし事業               
 
  観光客に対応するための研修 など 
 

〇地域間の交流の促進に資する事業            
 
  市内でのホームステイの受入、市内での姉妹都市交流イベント など 
 

〇その他市長が特に認める事業              
 

×対象とならない事業                  

・選挙、政治、宗教又は営利活動を目的とするもの 
・国、県その他地方公共団体等から補助その他の助成又は委託を受

けているもの（市の補助、「原材料支給」も対象にならない。） 
※ 防犯灯の新設・ＬＥＤ防犯灯改修事業は「魅力あるまちづくり事業補助

金（防犯灯設置事業）」により申請してください。 
 

補助対象事業 補助対象事業 



事業は内容によって、ハード事業とソフト事業に区分します。 

 

事業区分 補助率 事業の例 

ハード 総事業費の 1/2 以内 
（千円未満切捨て） 

施設や道路等の整備、防災用品や備品
の購入、修繕 など 

ソフト 総事業費の 3/4 以内 
（千円未満切捨て） 

祭り、講演会、地域イベント など 
（事業実施に必要な消耗品購入含む。） 

 

※ 事業区分の判断が難しい場合は、必ず事前にご相談ください。 
※ ソフト事業における事業実施に必要な物品購入は原則として消耗品等が

対象となります。継続的に使用できる備品（プリンター、机、椅子、テ
ントなど）の購入はソフト事業に含めませんので、ご注意ください。 

※ 経常的な団体の運営経費は事業に要するものと認められません。 
※ そのほか事業の実施に不要な経費等は審査によって対象外となります。 

 

 

補助対象団体 申請者 定住者戸数 補助限度額（累計） 

行政区 区⾧ 不問 １区あたり 
１年度  50 万円 

分譲地等自治会 代表者 
原則 50～99 世帯 １団体あたり 

１年度  20 万円 

原則 100 世帯以上 １団体あたり 
１年度  50 万円 

 

※ 補助限度額は、ハード事業・ソフト事業の合計額になります。 
※ 補助限度額に達するまで、年度内に複数回の利用ができます。 
※ 行政区内の町内会単位で行う事業についても区⾧の申請となります。 

補助限度額内で各町内会の事業を実施してください。 
 

補助事業の区分・補助率 

補助対象団体・補助限度額 



 

申請者 伊東市（秘書広報課） 

 

 ① 交付の申請  

事業を実施する前に申請してください。 

□交付申請書（第１号様式） 

□事業計画書（第１号様式） 

□収支予算書（第２号様式） 

□総事業費の分かるすべての見積書のコピー 

□その他資料  

ハード事業：カタログ、現況写真、地図など 

ソフト事業：チラシ案など 

 

 

 ④ 請書の提出  

□請書（第３号様式） 

 

 ⑤ 事業の実施  

３月３１日までに完了させてください。 

※事業費の領収書はすべてもらってください。 

 

 ⑥ 完了報告  

事業完了後、１か月以内に提出してください。 
ただし、３月に完了した場合は３月３１日までに

提出してください。 
□完了報告書（第４号様式） 
□事業実績書（第１号様式） 

□収支決算書（第２号様式） 

□総事業費の分かるすべての領収書のコピー 

□写真（施工状況、開催状況、購入備品・製作物

の分かるもの） 

 

 

 ⑨ 補助金の請求  

□請求兼領収書（第１８号様式） 

□振込先の確認できるもの（通帳のコピーなど） 

 

 

 ⑪ 補助金の受領  

 

 

 

 

 

 

 ② 内容の審査  

 

 

 ③ 交付額の決定  

交付額決定通知書（第２号様式） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑦ 完了の審査  

 

 ⑧ 交付額の確定  

確定通知書（第５号様式） 

 

 

 

 

 ⑩ 補助金の交付  

 

※原則として、申請から請求まで同じ団体名・住所・職名・氏名・印で手続してください。 

※必ず事業を実施する前（着手・発注・購入等の前）に申請してください。 

補助金交付の流れ 

★注意★事業の中止、費用や

内容の変更があった場合、変

更申請が必要な場合があり

ます。必ず担当まで事前相談

してください。 

変更申請の承認を受けてい

ない場合、交付額の増額はで

きません。 

★注意★市の「原材料支給」

を含め、国、県その他地方公

共団体等から補助その他の

助成又は委託を受けている

ものは対象になりません。 



 

第１号様式 

 
令和〇〇年〇〇月〇〇日 

  伊東市長 様 
補助金等の交付申請書 

 

 下記のとおり伊東市魅力あるまちづくり事業補助金を交付されたく申請します。 

 
記 

 
１ 補助事業等の目的、内容及びその効果 

 
  別紙事業計画書のとおり 

 
２ 補助事業等の経費の配分、経費の使用方法(収支の計画)、当該補助事業等の遂行に

関する計画並びに完了予定日(事業の計画) 

 
 ・収支の計画  別紙収支予算書のとおり 
 ・事業の計画  別紙事業計画書のとおり 
 ・事業の完了予定日  令和〇〇年〇〇月〇〇日 

 
３ 補助事業等の経費のうち、補助金によってまかなわれる部分以外の部分の負担方法 

 
  別紙収支予算書のとおり 

 
４ 補助事業等に関して生ずる収入金の有無 
  無 

 
５ 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出方法 

 
 ・補助金額  ４０，０００円 
 ・算出方法  別紙収支予算書のとおり 

 
６ その他 

 

申請者 

 
住所又は所在地  伊東市〇〇△丁目△△番△△号     

 
氏名又は名称   〇〇自治会  会長  補助 金太郎  

 

 
 
印 

団体名・職名・氏名を記入 
※「△△区長」「△△区 区長」どちらでも可。ただし、事業の中での標記はどちらか統一すること。 
※行政区に所属する町内会などは区長によって申請してください。 

申請者個人の住所または 
団体の主たる所在地 

申請者個人の印（認印可） 
または職名入りの団体印 

申請日を記入 
※すでに事業を実施している 

場合は申請できません。 

収支予算書の「市補助金」 
と同じ金額を記入 

① 交付の申請（交付申請書） 

交付額決定後、請書提出日以降に実施し、 
３月 31 日までに完了すること 



 
第１号様式(第５条、第８条、第９条関係)  

 
事業計画書(変更事業計画書・事業実績書) 

事 業 名 

 
 ☑まちづくり事業（   〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇   ） 

 
 □防犯灯設置事業（実施地区：            ） 

 

事 業 目 的 

 
 ☑まちづくり事業 
  □地域福祉の増進     □地域文化の発展・継承 
  ☑地域の安全・安心    ☑地域の良好な環境の保全 
  □地域の連帯感の育成   □地域によるおもてなし 
  □地域間の交流の促進 
  □その他（                    ） 

 
 
 □防犯灯設置事業 
  防犯灯の適切な設置・管理を行うことで、地域の防犯及び

良好な環境の保全を目指す。 

 

事 業 内 容 

 
 ☑まちづくり事業 
 （社会貢献事業であることの分かる実施理由、 

事業内容（概要、時期、日程、場所、参加者など）） 

 【例１】〇〇自治会の防災倉庫の屋根部分が破損し、雨漏り 

で防災用品の保管が困難となっており地域の安全・安心の

ため修繕を実施したい。 

【例２】△△区の住民の親睦と地域文化の発展・継承のため  

秋祭りを実施したい。詳細は別紙のとおり。 

日程：令和〇年〇月〇日～△日  

 □防犯灯設置事業 
  □新たに防犯灯を設置する事業 
   □既設の電柱等に設置…………………………    灯 
   □ポールを新設して設置………………………    灯 
  □既設防犯灯をＬＥＤ防犯灯に改修する事業 

□非ＬＥＤ防犯灯をＬＥＤ防犯灯に改修……    灯

□既設ＬＥＤ防犯灯の改修……………………    灯 

 
 

複数チェック可 

① 交付の申請（事業計画書） 

具体的に何を行うか分かるよう記入。 
別紙とする場合は、「別紙のとおり」と 
記入し、任意様式で作成し、 
添付してください。 
 

分かりやすく簡潔な事業名をつけてください。 
申請～完了まで同じ事業名としてください。 
誤字にご注意ください。 
例：道路舗装事業、〇〇会館外壁修繕事業 

防災備品購入事業、〇〇区秋祭り  など 



 
 
第２号様式(第５条、第８条、第９条関係)  
 

収支予算書(変更収支予算書・収支決算書) 

事 業 名 

 
 ☑まちづくり事業（    〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇     ） 
  
 □防犯灯設置事業（実施地区：               ） 
  

 ⑴ 収入の部 

区 分 所 要 額 備 考 

 
市補助金 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〇〇自治会負担 

 

 
 ４０，０００円 
※千円未満切捨て 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 １４，０００円 

 

 
☑まちづくり事業 
☑行政区 
□分譲地等自治会 

  □ハード事業 総事業費      円の1/2以内 
  ☑ソフト事業 総事業費５４，０００円の 3/4 以内 
 
□防犯灯設置事業 
 □新たに防犯灯を設置する事業 
  □既設の電柱等に設置……12,000 円×    灯 
  □ポールを新設して設置…22,000 円×    灯 
 □既設防犯灯をＬＥＤ防犯灯に改修する事業 
 （１灯あたりの工事費） 
  □12,000 円以上…6,000 円×    灯 
  □12,000 円未満…総事業費     円の 1/2 以

内 

合 計 ５４，０００円   
 

 ⑵ 支出の部 

区 分 所 要 額 備 考 

 
〇〇〇費 

〇〇〇料 

〇〇〇費 

 

 
 ２０，０００円 
 ２２，０００円 
  ２，０００円 

 

 
〇〇〇〇〇〇 ＠５００×４０個＝２０，０００円 

〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇 

合 計 ５４，０００円   

(注) 
 １ 区分については、収入・支出の科目を記載すること。 
 ２ 所要額については、積算の内訳を記載すること。 

同

〇〇〇費には、費用を区分に分け記入（税込額） 
例：工事費、修繕料、手数料、消耗品費、保険料、食糧費、 

印刷製本費、送料、など （必要に応じて行を追加） 
備考には内訳や数量などを記入します。 
別紙とする場合は、「別紙のとおり」と記入し、任意様式で作成
してください。 
※総事業費が分かるすべての見積書のコピーを提出してくださ

い。（ソフト事業で見積書が提出できないもの（消耗品費等）
は添付省略可。） 

備考欄の数式で 
計算した金額を記入 

① 交付の申請（収支予算書） 

事業計画書と同じ事業名を記入 

必要に応じて行を追加してください。 



 

 

第２号様式 

 

補助金等の交付額決定通知書 

 
伊東市指令秘第〇〇〇号   
令和〇〇年△△月△△日   

 〇〇自治会 
  会長  補助 金太郎 様 

伊東市長     

 
 
 令和〇〇年〇〇月〇〇日付けで申請のあった伊東市魅力あるまちづくり事業補助金（ま

ちづくり事業（〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇）)として下記のとおり条件を付して決定したので

通知します。 
記 

 

 

金  額 

百万    千     円  

 ￥ ４ ０ ０ ０ ０ 

 

条件 １ 補助金等は、当該補助事業以外の目的に使用してはならない。 

   ２ 補助事業等の中止又は内容を変更する場合は、あらかじめ市長の承認を受けること。 

   ３ 補助事業等が予定期間内に完了しない場合又は遂行が困難となった場合は、市長に報告して

その指示を受けること。 

   ４ 補助事業等の事業運営、経理の状況を調査し、不適当と認めたときは、当該補助金等の全部

又は一部の返還を命じる。 

   ５ 事業完了後、補助事業完了報告書を市長に提出すること。 

   ６ その他伊東市補助金等交付規則に基づく市長の指示に従うこと。 

 教示 

１ この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３月以

内に、市長に対して審査請求をすることができます。ただし、この処分があったことを知った日の翌

日から起算して３月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過したときは、審査

請求をすることができなくなります。 

２ この処分については、この処分があったことを知った日（上記１の審査請求をした場合は、当該審

査請求に対する裁決があったことを知った日）の翌日から起算して６月以内に、市を被告として（訴

訟において市を代表する者は伊東市長となります。）処分の取消しの訴えを提起することができます。

ただし、この処分の日の翌日から起算して１年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起するこ

とができなくなります。 

③ 交付額の決定（交付額決定通知書） 

「②内容の審査」の後、市から送付します。 

決定後提出する「④請書」、「⑥完了報告書」の 

文章には、この日付と文書番号を記入します。 



 

第３号様式 

 
令和〇〇年〇〇月〇〇日 

 
  伊東市長 様 

 
 

 
〇〇自治会  会長  補助 金太郎  印 

 
 
 

請 書 

 
 

 令和〇〇年△△月△△日伊東市指令 第 〇〇〇 号による伊東市魅力あるまちづく

り事業（ まちづくり事業（  〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇           )）について

は、市長の定める条件を守り、責任をもって補助事業を遂行するようここに請書を提出し

ます。 

 

 
  

交付決定日から事業開始（発注等）前までの 
日付としてください。 
※請書の提出をもって 
「⑤事業の実施」をすることができます。 

交付申請書と同じ 
団体名・職名・氏名を記入 

交付申請書と同じ印 

交付額決定通知書の 
「右上」の日付 

交付額決定通知書の「右上」の番号 

交付額決定通知書に記載された事業名 

④ 請書の提出（請書） 



第４号様式 

 
令和〇〇年〇〇月〇〇日 

 
  伊東市長 様 

 
 

〇〇自治会  会長  補助 金太郎  印 

 
 

補助事業等完了報告書 

 
  令和〇〇年△△月△△日伊東市指令 第 〇〇〇 号に係る事業が次のとおり完了し

たので報告します。 

 
１ 完了の年月日  令和〇〇年〇〇月〇〇日 

 
２ 事業の内容、成果 
 ・事業の内容  別紙事業実績書のとおり 
 ・事業の成果  別紙事業実績書の事業目的が達成された。 

 
３ 収支の状況並びに補助事業等により生ずる収入金 
 ・収支の状況  別紙収支決算書のとおり 
 ・補助事業等により生ずる収入金  無 

 
４ 補助金等の交付申請書と相違した場合はその理由 

 
 
５ 交付確定を受けたい額  ４０，０００円 

 
６ その他 

 

 
 上記報告事項について審査いたしました。 

        年   月   日 

審査(検査)担当者         

    課    係    

㊞ 

 審査結果の意見 

 
 

 

報告日（提出日）を記入 
※事業完了後１か月以内に提出してください。 

３月に完了した場合は３月 31 日までに提出して 
ください。 

交付申請書と同じ 
団体名・職名・氏名を記入 

交付申請書と同じ印 

完了年月日は原則として 
事業に係る経費の最終支払日か、 
実施日（工事、納品、イベント当日
等）の 
どちらか遅い方になります。 

交付額決定通知書の 
「右上」の日付 

交付額決定通知書の「右上」の番号 

収支決算書の「市補助金」 
と同じ金額を記入 

⑥ 完了報告（完了報告書） 



第１号様式(第５条、第８条、第９条関係)  

 
事業計画書(変更事業計画書・事業実績書) 

事 業 名 

 
 ☑まちづくり事業（   〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇   ） 

 
 □防犯灯設置事業（実施地区：            ） 

 

事 業 目 的 

 
 ☑まちづくり事業 
  □地域福祉の増進     □地域文化の発展・継承 
  ☑地域の安全・安心    ☑地域の良好な環境の保全 
  □地域の連帯感の育成   □地域によるおもてなし 
  □地域間の交流の促進 
  □その他（                    ） 

 
 
 □防犯灯設置事業 
  防犯灯の適切な設置・管理を行うことで、地域の防犯及び

良好な環境の保全を目指す。 

 

事 業 内 容 

 
 ☑まちづくり事業 
 （事業の成果（概要、時期、日程、参加者など）） 

 【例１】〇〇自治会の防災倉庫の屋根部分の破損について修

繕を行い、防災用品が適正に管理できることで、地域の安

全・安心に資することができた。詳細は添付写真のとおり。 

【例２】△△区の住民の親睦と地域文化の発展・継承のため  

秋祭りを実施した。詳細は添付写真のとおり。 

日程：令和〇年〇月〇日～△日 参加者：約〇〇名  
 □防犯灯設置事業 
  □新たに防犯灯を設置する事業 
   □既設の電柱等に設置…………………………    灯 
   □ポールを新設して設置………………………    灯 
 □既設防犯灯をＬＥＤ防犯灯に改修する事業 

□非ＬＥＤ防犯灯をＬＥＤ防犯灯に改修……    灯

□既設ＬＥＤ防犯灯の改修……………………    灯 

 
 
 

 

⑥ 完了報告（事業実績書） 

具体的に詳しく記入。 
別紙とする場合は、「別紙のとおり」と 
記入し、任意様式で作成してください。 

交付申請時から変更がなければ 
はじめに提出した事業計画書と 
同じように記入してください。 



 
第２号様式(第５条、第８条、第９条関係)  
 

収支予算書(変更収支予算書・収支決算書) 

事 業 名 

 
 ☑まちづくり事業（    〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇     ） 
  
 □防犯灯設置事業（実施地区：               ） 
  

 ⑴ 収入の部 

区 分 所 要 額 備 考 

 
市補助金 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〇〇自治会負担 

 
 

 
 ４０，０００円 
※千円未満切捨て 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 １４，１２０円 

 

 
☑まちづくり事業 
☑行政区 
□分譲地等自治会 

  □ハード事業 総事業費      円の1/2以内 
  ☑ソフト事業 総事業費５４，１２０円の 3/4 以内 

 
□防犯灯設置事業 
 □新たに防犯灯を設置する事業 
  □既設の電柱等に設置……12,000 円×    灯 
  □ポールを新設して設置…22,000 円×    灯 
 □既設防犯灯をＬＥＤ防犯灯に改修する事業 
 （１灯あたりの工事費） 
  □12,000 円以上…6,000 円×    灯 
  □12,000 円未満…総事業費     円の 1/2 以

内 

合 計 ５４，１２０円   
 

 ⑵ 支出の部 

区 分 所 要 額 備 考 

 
〇〇〇費 

〇〇〇費 

〇〇〇費 

 
 １９，２１０円 
 ３２，８９０円 
  ２，０２０円 

 

 
〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇 

合 計 ５４，１２０円   

(注) 
 １ 区分については、収入・支出の科目を記載すること。 
 ２ 所要額については、積算の内訳を記載すること。 

同額 

⑥ 完了報告（収支決算書） 

備考欄の数式で 
計算した金額を記入
（千円未満切捨て） 

すべて税込金額を記入。 
必要に応じて行を追加してください。 
備考には内訳等を記入してください。 
別紙とする場合は、「別紙のとおり」と記入し、
任意様式で作成してください。 
※総事業費が分かるすべての領収書のコピーを

提出してください。（原則として領収書がない
経費については補助対象外となります。） 

必要に応じて行を追加してください。 

交付申請時から変更がなければ 
はじめに提出した収支予算書と 
同じように記入してください。 



 
第５号様式 

 

伊 秘 第 〇 〇 〇 号   
令和〇〇年△△月△△日   

 
 
 〇〇自治会 
  会長  補助 金太郎 様 

 
 

伊東市長     

 
 

補助金等の確定通知書 

 
 
 令和〇〇年〇〇月〇〇日付けの補助事業完了報告書を審査の結果下記金額を当該伊東

市魅力あるまちづくり事業（まちづくり事業（〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇））に対する補助

金として確定します。 

 
記 

 

 

金  額 

百万     千     円   

 ￥ ４ ０ ０ ０ ０ 

 

 

⑧ 交付額の確定（確定通知書） 

「⑦完了の審査」の後、市から送付します。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨ 補助金の請求（請求兼領収書）※委任状なし 

金額記入不要 

日付記入不要 

まちづくり       ○○○○○○○○○ 

伊東市○○△丁目△△番△△号 

○○自治会 会長   補助 金太郎 

○○○○         △△△ 

○         1234567 

 ホジョ キンタロウ 

 

 

交付申請書・完了報告書と 
同じ団体名・職名・氏名・印 

原則として次の口座へのお振込みになります。 
・上記請求者の名義の口座 
・請求者の団体の口座（〇〇ジチカイ、〇〇ジチカイカイケイ△△△△など） 
それ以外の口座を指定する場合は委任状が必要になります。 
（〇〇自治会が申請し、〇〇コドモカイの口座に指定する場合など） 

「⑩補助金の交付」の手続をしてから 
２～３週間程度で「⑪補助金の受領」となります。 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨ 補助金の請求（請求兼領収書）※委任状あり 

金額記入不要 

日付記入不要 

まちづくり       ○○○○○○○○○ 

伊東市○○△丁目△△番△△号 

○○区長   伊東  次郎 

○○○○          △△△ 

○         1234567 

□□チヨウナイカイ カイケイ イズ ハナコ 

 

交付申請書・完了報告書と 
同じ団体名・職名・氏名・印 

「⑩補助金の交付」の手続をしてから 
２～３週間程度で「⑪補助金の受領」となります。 

まちづくり     ○○○○○○○○○ 

□□町内会   会長         伊東市□□         会計  伊豆 花子 

天城 太郎       １－２－３ 

 

日付記入不要 

伊東市○○△丁目△△番△△号 

○○区長   伊東  次郎 

交付申請書・完了報告書と 
同じ団体名・職名・氏名・印 

請求者（委任者）が区長 
受任者が町内会長 
振込口座が町内会会計（個人名あり）の場合 

←上下は切り離さないでください 



 
 

Q すでに実施・完了してしまった事業は申請できますか？ 

A 申請できません。申請は事業を実施する前にお願いします。 
 

Q 見積書が用意できないのですがどうしたらいいですか？  

A 一部のソフト事業における「消耗品費」、「交通費」、「食糧費」などの支出

科目については見積書の提出は不要です。ただし、完了報告には支出経費

が確認できるすべての領収書が必要になりますので、ご注意ください。 
 

Q 委任状はどのような場合に必要ですか？ 

A 町内会の事業を区長が申請する場合など、振込先として町内会長や町内会、

町内会会計名義の口座を指定する場合に必要です。分譲地等自治会の場合

は、原則として代表者又は団体の口座を指定してください（委任状不要）。 
 

Q 記入を間違えてしまいました。 

A 二重線で取り消し、交付申請書（完了報告書・請求書兼領収書）と同じ印

で訂正印を押して書き直してください。修正液や修正テープは使用できま

せん。市ホームページから様式をダウンロードすることもできます。 
 

Q 途中で申請者（区長・代表者）が変わりました。 

A 代表者変更届の提出が必要となります。氏名や住所が変わった場合も必要

です。様式を送付しますのでご連絡ください。 
 

Q 交付額決定後に事業内容に変更がありました。 

A 変更承認申請書の提出が必要になります。事業を中止・廃止する場合も提

出が必要です。軽微な変更については変更承認申請書が不要な場合もあり

ます。事前に担当までご連絡ください。 
 

Q 申請前に購入した物品の経費は補助の対象になりますか？ 

A 請書の提出日より前に支出した経費は補助対象にはなりません。 
 

 

よくある質問 


